
 

 

Ⅸ 上下水道事業の経営課題について 

  

１ 上水道事業の経営課題 

 当町の水道事業は、今までの拡張工事による企業債について、現在の６千６百万円

の残高が平成 34 年度には償還が完了する予定であり、経営は安定しているようにな

っています。 

これは、１戸当たりの使用水量が減っていても、工業用の使用料がいまだに使用料

収入全体の 38％程を占めているからです。今後、この工業用も自家水利用拡大によ

る節水対応で減少していきます。 

施設更新では、現在、耐用年数が経過した浄水場の機械・電気設備などは、応急的

に部分修繕で対応し、漏水対応のため管路更新を中心に実施している状況です。引き

続き品質の良い水を安定して供給するためには計画的な施設更新工事をしなければ

なりません。 

今までの普及対策や老朽管路の更新を中心とした工事は、主に内部留保資金（費用

計上し、現金の支出を伴わない減価償却費と資産減耗費の合計相当額）を財源に充て

ています。これから多額になっていく浄水場の機械・電気設備や建物の更新工事に対

応していくために、今後も内部留保資金をこの更新財源として充てますが、限界もあ

り、負担の在り方として料金改定の検討も行わなければならないと考えています。 

 

２ 下水道事業の経営課題 

 公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業の下水道３事業（以下「下水道事

業」）については、施設の維持管理費や企業債償還のため一般会計繰入金に頼らざる

を得ない状況です。平成 27 年度決算においても企業債償還の元利合わせた６億６千

４百万円返済のために、一般会計繰入限度額の４億２千百万円を充て、さらに資本費

平準化債２億２千６百万円を借入れしなければならない状況でした。 

右の図-１は、下水道事

業のための予定借入額と

予定償還額（元金）を平

成 40 年度まで見通した

グラフであります。この

グラフでは老朽更新事業

の借入額よりも償還金を

払うための資本費平準化

債の額がかなり大きく、平成 36年度まで２億円を超える額が毎年必要になります。 
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図-１ 下水３事業 企業債借入金・償還金 推移
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食糧, 71,844

住居, 17,931

電気代等, 

12,316

ガス代, 5,660

上下水道料, 5,221

家具・家事用品, 10,458

被服及び

履物, 
11,363保健医療, 

12,663

交通, 5,530

自動車等関係費, 

21,928

通信, 12,779

教育, 10,995

教養娯楽, 28,314

その他（こづかい等）, 

60,371

図-２ 家計調査
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そして予定償還額（元金）は平成 37 年度にピークとなり、その額が６億５千万円を

超えることになります。 

平成 27年度末の企業債残高は 82億６千万円となっています。償還金の返済を行い

ながらも、老朽更新事業に伴う借入と、この償還金を支払うために借入する資本費平

準化債を継続しなければならないことから、平成38年度でも45億円近い残高となり、

緩やかにしか残高は減っていきません。よって、企業債償還および企業債残高が長期

化していきます。 

 下水道事業に対する一般会計繰入金は限度があるので、人口減少による使用料収入

減や更新工事等の財源確保の対応など、持続可能な下水道事業のために、これらの経

営課題を解決しなければなりません。 

 平成 27 年度決算での下水道事業の使用料収入は２億７千５百万円で、一般会計繰

入金４億２千百万円や企業債３億３百万円、補助金１千４百万円など収入全体の割合

で 26％となり、県下で 20番目と低い順位になっています。 

これらのことから、現在検討中の使用料改定は段階的な値上げを考えておりますが、

１回目の改定実施を平成 29年度中として取り組まなければならない状況です。 

 

３ 上下水道料金と家計費について 

                        全国家計調査の中で、上下水 

道料金の平均は 5,221円であり、 

他の生活に必要な支出である 

                      電気代や通信（電話料）は両方 

                      とも１万２千円を超え、支出割 

                      合では約 2.5倍になっています。 

ほとんどの自治体では、水道 

料金は原価バランスがとれて 

いますが、下水道料金は、汚水 

処理原価と使用料単価の差が 

大きいのに安価な料金設定と 

なっています。この原価を無視 

したような使用料金では、今後 

の施設更新に取り組めなくな 

り、快適な生活を維持できな 

くなるなど、全国的な問題に 

なっています。 
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